
 
 

 
 

（名称及び事務局） 
第１条 本会は、宮崎市ＰＴＡ協議会（以下「協議会」という）と称し、事務局を市民プラザ内に置

く。 
（目 的） 
第２条 協議会は、宮崎市内の小・中学校におけるＰＴＡ活動をとおして、社会教育及び家庭教育の

充実に努めるとともに、家庭、学校及び地域社会が連携を深め、児童及び生徒の幸福な成長を

図ることを目的とする。  
（性 格） 
第３条 協議会は、教育を本旨とする民主団体であり、次の性格を有する。 

(1) 自主独立のもので、ほかのどのような団体の支配、統制及び干渉を受けず、会員の総意によ 
る運営を行う。 

(2) 営利、宗教、政党、その他本会の事業目的以外の活動を目的とする団体及び事業には関係を

持ってはならない。 
(3) 児童及び生徒の福祉のために活動する関係団体等と協力する。 

（構成と会員） 
第４条 協議会は、宮崎市内の小・中学校ＰＴＡ（以下「単位ＰＴＡ」という）をもって構成し、単

位ＰＴＡ一団体が一会員となる。 
（活 動） 
第５条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 保護者、教職員及び一般社会との協力を進めて、児童及び生徒の心身の健やかな成長を図る。 
(2) 家庭教育の水準を高め、民主社会の市民の権利と義務に関する理解を促し、豊かな人間形成

を目指して、保護者のための生涯学習の活動を支援する。 
(3) 学校の教育的環境整備のために地域社会の中で協力する。 
(4) 将来の展望に立ち、適正な教育の推進に努める。 
(5) 地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するよう努める。 
(6) その他、協議会の目的を達成するのに必要な事項を行う。 

 
 

 
（役員等） 
第６条 協議会の役員は、次の役職及び人数とする。 

(1) 会長  １名 
(2) 副会長  ５名以上 
(3) 書記    ２名 
(4) 会計    １名 
(5) 顧問  ２～３名 

２ 監査委員は、３名とする。 
（任 務） 
第７条 役員は、次の任務を担う。 

(1) 会長は、会務をつかさどり、本会を代表する。 
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。 
(3) 書記は、総会、役員会及び各種会議に出席し、議事を記録する。 
(4) 会計は、本会の会計事務にあたり、監査委員の監査を経て決算を報告する。 
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(5) 顧問は、会務に対し助言を行う。 
２ 監査委員は、協議会の会計を監査するとともに、本会が適正に運営されているかを監査し、

その結果を定期総会に報告する。 
（選出と就任） 
第８条 役員及び監査(校長代表を除く)は、役員選考委員会が指名し、総会の議決を経て選出する。 

２ 役員及び監査委員の就任は、総会の議決と同時になされ、欠員が生じたときは、次の方法に

より選出する。 
(1) 会長が欠員となった場合は、副会長より互選し会長会で承認する。 
(2) その他の役員及び監査委員が欠員となった場合は、役員会で選考し会長会で承認する。  

３ 校長代表の顧問の選出は、宮崎市小中学校校長会に一任する。校長代表の監査委員は会長よ

り依頼する。  
４ 必要に応じ、会長が顧問を１名推薦することができる。 
５ 役員の兼任は認めない。 

（資格） 
第９条 会長、副会長、書記、会計、監査委員は単位ＰＴＡ会員であることとする。 
２ 会長は、単位ＰＴＡ会員で、且つ単位ＰＴＡ会長、もしくは会長を経験した者であることとす

る。 
３ 会長推薦の顧問は、ＰＴＡ協議会役員を経験した者であることとする。 
４ 監査委員は、単位ＰＴＡ会長を経験した会員と校長代表であることとする。 

（任期） 
第10条 役員及び監査委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。 

 
 

 
（会議の種類） 
第11条 会議の種類は、次のとおりとする。 

(1) 総会 
(2) 会長会 
(3) ブロック代表者会 
(4) 役員会 
(5) 専門委員会 
(6) 役員選考委員会 
(7) 必要に応じて、そのほかの委員会をおくことができる。 

（総会の構成と任務等）  
第12条 総会は、協議会の最高議決機関で、本会の役員及び監査委員、単位ＰＴＡ会長、学校長で

構成し、年１回定期総会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催する

ことができる。 
２ 総会の議長は、その都度総会で選出する。 
３ 総会の定足数は、委任状を含め総会を構成する会員の３分の２以上の出席を必要とする。決議

は､委任状を含め出席会員の３分の２以上で決定する。 
４ 総会の議事録は、議事録署名人を２名選任し、署名するものとする。 
５ 総会の任務は、次のとおりとする。 

(1) 役員及び監査委員等の承認に関すること 
(2) 予算及び決算の承認に関すること 
(3) 活動方針及び事業計画並びに事業実績の承認に関すること 
(4) 協議会会費の承認に関すること 

第３章 会議 



(5) 規約改正の承認に関すること 
(6) その他、承認を必要とする事項に関すること 

 ６ 総会が諸事情により開催できない場合は、書面議決により実施することができる。  
（会長会の構成と任務等） 
第13条 会長会は、協議会の役員及び単位ＰＴＡ会長で構成し、会長が招集する。 
２ 会長会の議長は、協議会の役員が行う。 
３ 各単位ＰＴＡの情報交換並びに、その他会長会で必要とする事項に関することを協議する。 

（ブロック代表者会の構成と任務） 
第14条 ブロック代表者会は、協議会の役員及び各ブロック代表者で構成し、会長が招集する。 
２ ブロック代表者会、構成、任務等必要事項は、ブロック代表者会運営細則で定める。 

（役員会の構成と任務） 
第15条 役員会は、協議会の役員で構成し、会長が招集する。 
２ 役員会の任務は、次のとおりとする。 

(1) 総会議決事項の推進に関すること 
(2) 総会に提出する議案の作成に関すること 
(3) 専門委員会委員長を兼任すること 
(4) 宮崎市ＰＴＡ協議会表彰規程に基づき推薦があった個人又は団体について、その適否の審査

に関すること 
(5) 協議会の運営及び活動が円滑に推進されるための連絡調整に関すること 
(6) 関係機関との連絡調整に関すること 
(7) 事務局職員の任免の承認に関すること 
(8) その他、協議会の運営に必要な事項に関すること 

（専門委員会の構成と任務） 
第16条 協議会は、目的達成のため、専門委員会を置く。 
２ 専門委員会は、委員長及びブロック代表者を除く各単位ＰＴＡの代表１名で構成する。 
３ 専門委員会の任務は次のとおりとする。 

(1) 研修委員会 
・ 研修、研究大会等の運営に関すること 

(2) 会員交流委員会 
・ 会員の交流と親睦に関すること 

(3) 家庭教育委員会 
・ 家庭教育、会員研修等に関すること 

（役員選考委員会の構成と任務） 
第17条 役員選考委員会は、ブロック代表者内で互選したブロック代表者１０名で構成する。 
２ 役員選考委員長１名及び副委員長１名を第１項の構成員で互選する。 
３ 役員選考委員会の任務は、会長、副会長、会計、書記及び監査委員の選考を公正にかつ適正に

行い、選考結果について総会に諮る。 
４ 役員選考委員会の会議は、役員選考委員長が招集する。ただし、第１回目の会議は、会長が招

集する。 
５ 役員選考委員会の任期は、選考委員会発足から、総会での新役員承認までとする。 
 
 

 
（構 成） 
第18条 協議会に事務局を置き、次の職員（以下「事務局職員」という。）を配置する。 

(1) 事務局長  １ 名 
(2) 事務職員  若干名 

第４章 事務局 



（任 免） 
第19条 事務局職員の任免は、役員会の承認を得て会長が行う。 
（職 務） 
第20条 事務局職員は、会長の指示に従い次の職務を行う。 

(1) 役員、会員間、各種団体及び行政機関等との連絡調整に関すること 
(2) 各種会議に必要とする資料の作成に関すること 
(3) 庶務、会計事務に関すること 
(4) 記録その他の書類の保管に関すること 
(5) 協議会の財産の保全及び管理に関すること 

 
 
 
（会 計） 
第21条 協議会の経費は、会費、補助金、寄附金及び事業収入等をもって充てる。 
２ 協議会の会費は、単位ＰＴＡ毎に年度当初の学校在籍の児童及び生徒数に応じて年間額を算定

し、６月末までに徴収する。  
３ 協議会の経費は、総会で決定された予算により執行し、決算は会計監査を受けて総会に諮り承

認を得る。 
４ 協議会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 
 

 
（規約改正） 
第22条 協議会の規約は、役員会の審議を経て総会に諮り承認を得る。  
 
附 則 
・この規約は、昭和６３年５月１４日から施行する。 ・この規約は、平成元年５月１３日から施行する。 
・この規約は、平成２年５月１２日から施行する   ・この規約は、平成７年５月２０日から施行する。 
・この規約は、平成１０年５月２３日から施行する。 ・この規約は、平成１１年５月１５日から施行する。 
・この規約は、平成１２年５月２１日から施行する。 ・この規約は、平成１３年５月２０日から施行する。 
・この規約は、平成１５年５月１７日から施行する。 ・この規約は、平成１６年５月１６日から施行する。 
・この規約は、平成１８年５月２０日から施行する。 ・この規約は、平成２０年５月１７日から施行する。 
・この規約は、平成２１年５月１６日から施行する。 ・この規約は、平成２３年５月２１日から施行する。 
・この規約は、平成２４年５月１９日から施行する。 ・この規約は、平成２５年５月１８日から施行する。 
・この規約は、平成２７年５月２３日から施行する。 ・この規約は、令和２年５月２５日から施行する。 

 ・この規約は、令和３年５月８日から施行する。 
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（目 的） 
第１条 この規程は、感謝状の贈呈及び慶弔に対して、その取扱いについて定めるものである。 
（感謝状） 
第２条 協議会役員（監査委員を除く。）が退任する場合は、感謝状と記念品を贈呈する。 
２ その他の場合は、役員会で審議し会長が決定する。   

（慶 弔） 
第３条 協議会に属する小・中学校ＰＴＡ会長及び学校長並びに協議会役職員の慶弔については、次 
   のとおり取り扱うものとする。 

(1) 弔事 
弔事を示し弔電を打電するとともに、次の弔慰金を供えるものとする。 
① 本人の死亡  ２０,０００円 
② 配偶者の死亡 １０,０００円 

(2) 病気等見舞 
本人の１か月以上にわたる入院等については、見舞金（１０,０００円）を支出するものと

する。 
(3) その他 

役員会で審議し会長が別に定める。 
（その他必要事項） 
第４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、役員会で審議し会長が別に定める。 

 
附 則 
・この規程は、平成１１年６月１５日から施行し、平成１１年度宮崎市ＰＴＡ協議会会計から適用する。 
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（目 的） 
第１条 この規程は、宮崎市ＰＴＡ協議会特別会計を宮崎市ＰＴＡ協議会財政調整積立金（以下

「財政調整積立金」という。）に改め、宮崎市ＰＴＡ協議会会計（以下「一般会計」とい  
  う。）への繰入れ・繰出し及び、その取り扱いについて定めるものである。 

（繰出し対象） 
第２条 財政調整積立金から一般会計への繰出しは、原則として次の場合に限ることとする。  

(1) 当初一般会計で支出を予定していた支出額が、特別な理由で大幅に増加する場合。 
(2) 年度計画には見込まれていなかったことで、災害等の緊急に対応を迫られる事象が発生した

場合。 
(3) 研究大会等の開催指定に伴う、支出への対応。 

（繰出し方法） 
第３条 財政調整積立金から繰出される金額は、必要とされる額もしくは必要と見込まれる額とし、 

その金額を一般会計に繰り出すものとする。 
（繰入れ） 
第４条 当該年度の決算状況により、目的に応じて繰入れができることとする。繰入れ金額は役員

会で協議し、ＰＴＡ会長会で報告し、総会に諮ることとする。 
（その他必要事項） 
 
第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、役員会で審議し会長が別に定める。 
 
附 則 
・この規程は、平成２２年６月１０日から施行し、平成２２年度宮崎市ＰＴＡ協議会会計から適用する。 
・この規程は、平成２７年５月２３日から施行し、平成２７年度宮崎市ＰＴＡ協議会会計から適用する。 
・この規程は、令和２年５月２５日から施行し、令和２年度宮崎市ＰＴＡ協議会会計から適用する。 
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第１条 この細則は、宮崎市ＰＴＡ協議会規則第１４条の規定に基づき、ブロック代表者会（以下

「会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
第２条 ブロック代表者会の議長は協議会の役員が行う。 
第３条 会議は、会長が招集する。 
２ 会議は、定例会及び臨時会とする。 
３ 定例会は、年３回招集する。 
４ 臨時会は、必要のある場合において、会長が招集する。 
５ 会議開催の場所及び日時は、会議を付議すべき議題とともに、あらかじめ各ブロック代表者に 
通知する。 

６ ブロック代表者は、会議に出席できない場合は、同一ブロック内の単位ＰＴＡ会長を代理とし

て出席させることができる。 
第４条 ブロック代表者会は、役員会の要請する議事を審議する。 
第５条 会議は、ブロック代表者の３分の２以上が出席しなければ開会することができない。 
第６条 ブロック代表者は、会議の経過及び結果を同一ブロック内の単位ＰＴＡ会長に報告する。 
第７条 市ＰＴＡ協議会役員はブロック代表者を兼務できるが、役員選考委員にはなれない。 
第８条 この細則に定めるものの他、会議の運営に関し必要な事項は、ブロック代表者会において 

定める。 
 
附 則 
・この細則は、平成１０年６月１２日から施行する。 ・この細則は、平成１１年２月２日から施行する。 
・この細則は、平成１５年５月１７日に廃止する。  ・この細則は、平成２１年５月１６日から施行する。 
・この細則は、平成２７年５月２３日から施行する。 
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第１条 この細則において、宮崎市ＰＴＡ協議会規約第１７条の規程に基づき、役員選考委員会（以 

下「本会」という。）の任務、協議等の事項を定めるものとする。 
第２条 役員選考委員を役員選考グループ（Ａ～Ｅ）より各２名選出する。役員選考委員選出の基 

本は、退任予定の小・中学校ＰＴＡ会長を１名、継続予定会長１名とする。ただし、該当者 
がない場合は、その限りではない。 

第３条 第１回の本会は会長が招集し、役員選考グループで選出した１０名を会長が役員選考委員 
として委嘱する。同時に、選考の方法を伝える。 

第４条 本会は、正・副委員長各１名を選出し、第２回の会より役員選考委員長が招集する。 
第５条 第３条で委嘱された１０名で本会を運営する。ただし、情報提供として事務局がオブザーバ 

ーとなる。 
第６条 役員選考に当たっては、ブロック推薦と役員推薦を受けたものの中から役員候補者を推薦す 

ることができる。 
第７条 役員選考委員が推薦した役員候補者を本会にて審議し、新役員候補者を選出する。ただし、 

同じブロックから役員候補者が重複しないようにする。 
第８条 役職の決定は、現役員の意見を参考にし、決定する。 
第９条 役員選考委員の任期は、本会発足から、総会での新役員承認までとする。 
第10条 この役員選考委員会細則の改廃は役員会で協議し、施行されるものとする。 
 
附 則 
・この細則は、平成２１年１２月１日から施行する。・この細則は、平成２３年５月２１日から施行する。 
・この細則は、平成２４年１２月６日から施行する。・この細則は、平成２５年５月１８日から施行する。 
・この細則は、平成２８年５月１４日から施行する。・この細則は、令和３年４月８日から施行する。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役員選考委員会細則 



 
 

 
（目 的） 
第１条 宮崎市ＰＴＡ協議会（以下、「協議会」という）が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の

円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、協議会の役員名簿・行事な

どの記録や写真及びその他の個人情報データベース（以下、「個人情報データベース」という）

の取扱いについて定めるものとする。 
（責 務） 
第２条 協議会は、個人情報保護に関する法律を遵守するとともに、協議会の活動において個人情報

の保護に努めるものとする。 
（管理者） 
第３条 協議会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。 
（取扱者） 
第４条 協議会の個人情報データベース取扱者は、役員・事務局職員とする。 
（秘密保持義務） 
第５条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 
（収集方法） 
第６条 協議会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に

明示する。 
（周 知） 
第７条 個人情報取扱いの方法は、協議会ホームページや広報誌等で会員に周知する。 
（利 用） 
第８条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

(1) 文書の作成、送付 
(2) 役員・監査委員・会員等の名簿の作成 
(3) 役員選出、並びに関係各所への推薦活動 
(4) 協議会ホームページ・広報誌等への掲載 

（利用目的による制限） 
第９条 協議会は、あらかじめ本人の同意を得ないまま、前条の規定により特定された利用目的の達

成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 
（管 理） 
第10条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個

人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 
（保管及び持ち出し等） 
第11条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフト

を入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送

付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。 
（第三者提供の制限） 
第12条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないまま第三者に提供しては

ならない。 
(1) 法令に基づく場合 
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 
(3) 公衆衛生の向上または児童及び生徒の健全育成の推進に必要がある場合 
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合 

個人情報取扱規定 



（情報の開示） 
第13条 協議会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿

ってこれに応じる。 
（漏えい時等の対応） 
第14条 個人情報を漏えいしたおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告し、適切な

対応に努める。 
（研 修） 
第15条 協議会は、役員、監査委員、会員に対して、定期的に個人データの取扱いに関する留意事項

について、研修を実施するものとする。 
（苦情の処理） 
第 16 条 協議会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 
（改 正） 
第17条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し、施行されるもの

とする。 
 
附 則 
・この規程は、令和２年５月２５日より施行する。 
 
 


